
学校における衛生管理について 

平成２９年７月２４日（月） 

平成２９年度学校給食衛生管理・食育研修会 

     高知県教育委員会事務局 保健体育課 

                 指導主事 大原 佐知 



内  容 
 
１．学校給食における食中毒発生状況 
 
２．大量調理施設衛生管理マニュアルの 
  一部改正について 
 
３．衛生管理について 
 
４．食物アレルギー対応について 
 
５．その他 
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学校給食における食中毒発生状況 
平成２８年度学校給食における食中毒発生報告状況 

 

 
 
 
 
 
 

番
号 

都道府県 設置者 原因菌等 発生日 有症者
等 

発生 
原因 

備考 

１ 福井県 若狭町 ノロウイルス H28.5.21 134名 不明 教職員11名 

２ 千葉県 市川市 ノロウイルス H28.12.14 179名 マロニーサラダ 教職員12名 

３ 和歌山県 御坊市 ノロウイルス H29.1.26 678名 磯和え 教職員85名 

番
号 

都道府県 設置者 原因菌等 発生日 有症者
等 

発生 
原因 

備考 

１ 東京都 立川市 ノロウイルス H29.2.16 1,033名 きざみのり 
教職員21名 
不    明30名 

２ 東京都 小平市 ノロウイルス H29.2.22 26名 きざみのり 

３ 東京都 小平市 ノロウイルス H29.2.24 77名 きざみのり 教職員4名 

【調理場での発生】 

【調理場以外（委託事業所等）での発生】 



学校における食中毒等発生時の連絡体制 
 

 
・「高知県の学校給食」連絡体制及び状況報告書（★１） 
 
・疑いが生じた時点から正確な記録を取る。 
 
・疑いが生じたら、連絡体制を起動させるとともに一報を入れる。 
 
・緊急時に備え、休日の連絡体制を整備する。 
    感染症等の発生時における時間外（土日祝日等）の 
    緊急連絡の体制について（★２） 
 
（★）高知県教育委員会保健体育課ホームページ 
   （★１）食育・学校給食 
   （★２）学校保健 



大量調理施設衛生管理マニュアルの一部改正 

平成２９年６月１６日改正 
 
Ⅱ重要管理事項 
１．原材料の受入れ・下処理段階における管理 
（３）加熱せずに喫食する食品（牛乳、発酵乳、プリン等容器包装に入れられ、 
   かつ、殺菌された食品を除く。）については、乾物屋摂取量が少ない食品も 
   含め、製造加工業者の衛生管理の体制について保健所の監視票、食品等 
   事業者の自主管理記録票等により確認するとともに、製造加工業者が従 
   事者の健康状態の確認等ノロウイルス対策を適切に行っているかを確認 
   すること。 
 
（６）野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、別添２に従い、流水で十分洗 
   浄し、必要に応じて次亜塩素酸ナトリウム等で殺菌した後、流水で十分す 
   すぎ洗いを行うこと。特に、高齢者、若齢者及び抵抗力の弱い者を対象と 
   した食事を提供する施設で、加熱せずに供する場合（表皮を除去する場合 
   を除く。）には、殺菌を行うこと。 



大量調理施設衛生管理マニュアルの一部改正 

平成２９年６月１６日改正 
 
Ⅱ重要管理事項 
５．その他 
（４）調理従事者等の衛生管理 
  ②調理従事者等は、毎日作業開始前に、自らの健康状態を衛生管理者に 
    報告し、衛生管理者をその結果を記録すること。 
 
  ③調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に１回以上 
    の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌群の検査を含め 
    ることとし、１０月から３月までの間には月に１回以上又は必要に応じてノ 
    ロウイルスの検便検査に努めること。 
 
  ④ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調理従事者等 
    は、検便検査においてノロウイルスを保有していないことが確認されるま 
    での間、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な措置をとること 
    が望ましいこと。 



大量調理施設衛生管理マニュアルの一部改正 

平成２９年６月１６日改正 
 
Ⅲ衛生管理者体制 
１．衛生管理体制の確立 
（７）責任者は、調理従事者等を含め職員の健康管理及び健康状態の確認を組 
   織的・継続的に行い、調理従事者等の感染及び調理従事者等からの施設 
   汚染の防止に努めること。 
 
（８）責任者は、衛生管理者に毎日作業開始前に、各調理従事者等の健康状態 
   を確認させ、その結果を記録させること。 
 
（９）責任者は、調理従事者等の定期的な健康診断及び月に１回以上の検便を 
   受けさせること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることと 
   し、１０月から３月までの間には月に１回以上又は必要に応じてノロウイル 
   スの検便検査を受けさせるよう努めること。 
 



大量調理施設衛生管理マニュアルの一部改正 

平成２９年６月１６日改正 
 
Ⅲ衛生管理者体制 
１．衛生管理体制の確立 
（１０）責任者は、ノロウイルスの無症状病原体保有者であることが判明した調 
    理従事者等を、検便検査においてノロウイルスを保有していないことが 
    確認されるまでの間、食品に直接触れる調理作業を控えさせるなど適 
    切な措置をとることが望ましいこと。 
 
（１３）責任者は、調理従事者等について、ノロウイルスにより発症した調理従事 
    者等と一緒に感染の原因と考えられる食事を喫食するなど、同一の感染 
    機会があった可能性がある調理従事者等について速やかにノロウイルス 
    の検便検査を実施し、検査の結果ノロウイルスを保有していないことが確 
    認されるまでの間、調理に直接従事することを控えさせる等の手段を講じ 
    ることが望ましいこと。 
 



給水栓の衛生管理 
シンクの給水栓は、手指からの二次汚染
を防ぐために、肘などで操作できる長さ
のレバー式などの構造にする。 
また、調理作業の区分毎に正しい方法で
手洗いを行います。 

給水栓からの検出率が他の箇所に比べて
高い傾向にある。 
直接食品に触れた手で操作することにより
細菌が付着したことが原因と考えられる。 



作業区分の明確化 





汚染区域、非汚染区域は線
引きで区分しているが、台
車、人の行き来が多いので、
汚染作業、非汚染作業が交
差している。 

移動台・人の行き来を止
め、物だけを移動させる
ようにした。 

食品の移動 



床は破損箇所がないよう管理
すること。 



調理作業時には、ふきんは使
用しないこと。 

エプロン、履物等は、色分けする等
により明確に作業区分ごとに使い
分けること。 

保存の際は、作業区分ごとに洗浄
及び消毒し、翌日までに乾燥させ、
区分して保管するなど、衛生管理
に配慮すること。 



食品の保管室は、専
用であること。 



全ての移動性の器具及
び容器は、衛生的に保
管するため、外部から
汚染されない構造の保
管設備を設けること。 



調理室には、調理作業
に不必要な物品等を置
かないこと。 



再度確認！ 

・適切な業務内容と作業分担（指示） 
・作業区分の明確化（下処理作業、調理作業） 
・作業の目的を理解（洗浄、加熱等） 
・作業の効率化（使用する器具・機器の把握） 
・作業工程表、作業動線図の活用 
  掛け持ち作業をしない 
  汚染を防ぐ 



再度確認！ 

・学校給食衛生管理基準に基づいた対応 
・汚染区域と非汚染区域の明確化 
・食品の衛生的な取扱い 
 （洗浄、加熱、作業動線等） 
・望ましい手洗い 
・使い捨て手袋の使い方 
・調理後の食品の扱い方 
 （温度管理等） 















学校が取るべき対応 

１．食物アレルギー対応に関する基本方針策定 
２．組織で対応し、学校全体で取り組む 
３．教職員の役割 

  （校長、保健主事、教職員、学級担任、養護
教諭、栄養教諭、調理員等） 

４．対応環境やマニュアルの整備 
５．緊急時対応体制の整備と確保 
６．教職員への啓発と役割分担 
７．保護者・学校間の連携 
８．研修会の実施 
９．すべての事故及びヒヤリハット事例の報告 



調理場が取るべき対応 

１．給食対応のための環境整備 
 

２．調理員の啓発のための研修と自覚喚起 
 
３．学校との連携 
 



 








